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        令和７年第２回中山町議会臨時会会議録 

 

 令和７年４月１４日中山町議会臨時会を、中山町役場大会議室で開催した。 

出席した議員は次のとおり 

 

   １ 番   佐 東 幸 治         ２ 番   須 貝 勝 司 

   ３ 番   田 宮 昌 幸         ４ 番   夛 田 慎 二 

   ５ 番   斎 藤 眞 一         ６ 番   鈴 木 徹 雄 

７ 番   渡 辺 博 文         ８ 番   村 山   隆 

   ９ 番   渡 邉   史        １０ 番   鎌 上   徹 

 

 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のために出席した者は次のとおり 

 

町 長 佐 藤 俊 晴  副 町 長 神 保 勝 也 

総 務 広 報 課 長 黒 沼 里 香  総 合 政 策 課 長 今 野 明 人 

住民税務課長(兼)会計管理者(兼)会計室長 村 山 直 也  健 康 福 祉 課 長 栗 原   純 

産業振興課長 (兼 )農業委員会事務局長 井 上 栄 司  建 設 課 長 髙 橋 孝 広 

教 育 長 渡 邉   斉  教 育 課 長 渡 辺 美 喜 

 

 

職務のために出席した者は次のとおり 

 

議 会 事 務 局 長 髙 橋 昌 一  議 会 事 務 局 書 記 後 藤   舞 

議 会 事 務 局 書 記 東海林 和 也    
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会議に付した事件は次のとおり 

会議録署名議員の指名について 

会期の決定について 

議題２９号 令和６年度中山町一般会計補正予算（第１２号）についての専決処分の

承認について 

議第３０号 中山町町税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認

について 

議第３１号 中山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決

処分の承認について 

議第３２号 地域活性化起業人制度による派遣に関する協定の締結について 

 

本日の議事日程は次のとおり 

（別紙 議事日程第１号のとおり） 

会議の経過 

議長（鎌上徹君） おはようございます。 

本日は、１０名が出席しており、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら、令和７年第２回中山町議会臨時会を開会いたします。 

（午前１０時３２分） 

議  長 これから、本日の会議を開きます。 

     日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

     会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、１番佐東幸治さん

及び２番須貝勝司さんを指名いたします。 

     日程第２、「会期の決定について」を議題にいたします。 

     本件について、議会運営委員長の報告を求めます。 

２番（須貝勝司君） 皆さん、おはようございます。 

本日、開催されました議会運営委員会の結果をご報告申し上げます。 

本臨時会の会期は、本日限りの１日間といたしました。 

日程につきましては、既に配付しております日程表のとおり、議第２９号か

ら議第３２号までの議案につきまして、各件ごとに提案理由の説明、質疑、討

論、採決の順で行っていただきます。 

出席要求につきましては、課長級職以上に要求しております。 

傍聴人につきましては、３０人に制限いたしました。 

以上が、議会運営委員会で協議された結果でありますので、よろしくご協力

くださいますようお願い申し上げます。 

議  長 お諮りします。ただいま、委員長から報告がありましたとおり、本臨時会の

会期は、本日限りの１日間にしたいと思います。 
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ご異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

議  長 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は、本日限りの１日間に

決定しました。 

     ここで、議長より、あらかじめ申し上げます。本日の起立による表決におい

て、起立しない方は全て反対とみなしますので、よろしくお願いします。 

     日程第３、議第２９号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第１２号）に

ついての専決処分の承認について」を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） おはようございます。 

議第２９号「令和６年度中山町一般会計補正予算（第１２号）についての専

決処分の承認について」の提案理由を申し上げます。 

この専決処分は、令和６年度特別交付税額が確定したことから、３月定例会

本会議終了後の全員協議会時にご説明申し上げておりました専決処分を実施し

たものでございます。 

歳入について申し上げます。 

地方交付税につきましては、特別交付税の交付額が１億９，１８５万９，０

００円に確定したことに伴い、予算との差額４，１８５万９，０００円を増額

いたしました。 

基金繰入金につきましては、財政調整基金からの繰入について４，１８５万

９，０００円を減額いたしました。 

以上が、歳入歳出補正予算の概要でありますが、令和６年度中山町一般会計

の予算規模は、歳入歳出それぞれ変更せず、６０億６，８９０万８，０００円

となるものでございます。 

よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いを申し上げます。 

議  長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

     これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

         （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

         （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。これから、議第２９号「令和６年度中山町一般会

計補正予算（第１２号）についての専決処分の承認について」を採決します。 
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     この採決は、起立によって行います。 

本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

（起  立） 

議  長 起立全員です。したがって、本件は承認することに決定しました。 

      日程第４、議第３０号「中山町町税条例の一部を改正する条例の制定につ

いての専決処分の承認について」を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第３０号「中山町町税条例の一部を改正する条例の制定につい

ての専決処分の承認について」の提案理由を申し上げます。 

この条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律（令和７年

法律第７号）等が、令和７年３月３１日に公布され、同年４月１日から施行さ

れることにより、中山町町税条例の一部を改正し施行する必要があるため、令

和７年３月３１日に専決処分としたものであります。 

主な改正内容は、個人住民税における「特定親族特別控除」の新設、二輪車

の車両区分の見直し、たばこ税の見直し等にともなう、条例の整備であります。 

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 これから質疑を行います。ございませんか。 

         （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

     これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

         （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

         （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。これから、議第３０号「中山町町税条例の一部を

改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決します。 

     この採決は、起立によって行います。 

本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

（起  立） 

議  長 起立全員です。したがって、本件は承認することに決定しました。 

     日程第５、議第３１号「中山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定についての専決処分の承認について」を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第３１号「中山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定についての専決処分の承認について」の提案理由を申し上げます。 
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     この条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律（令和７年

法律第７号）等が、令和７年３月３１日に公布され、同年４月１日から施行さ

れることにより、中山町国民健康保険税条例の一部を改正し施行する必要があ

ったため、令和７年３月３１日に専決処分としたものであります。 

     主な改正内容は、国民健康保険税について、基礎課税額における医療給付費

分、後期高齢者支援金分の課税限度額の変更、及び軽減判定所得の変更であり

ます。 

     よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

         （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

     これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

     まず、原案に反対の方の発言を許します。 

         （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

         （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。これから、議第３１号「中山町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決い

たします。 

     この採決は、起立によって行います。 

本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

（起  立） 

議  長 起立全員です。したがって、本件は承認することに決定しました。 

     日程第６、議第３２号「地域活性化起業人制度による派遣に関する協定の締

結について」を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長（佐藤俊晴君） 議第３２号「地域活性化起業人制度による派遣に関する協定の締

結について」の提案理由を申し上げます。 

     この度、当町の観光課題の解決に取り組むことを目的に、観光分野で実績の

ある株式会社森谷浩二広告事務所と地域活性化起業人制度による派遣に関する

協定を締結するため、中山町行政に係る重要な計画の議決等に関する条例（平

成２９年条例第１４号）第３条第４号の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

     この協定により、派遣社員は令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで

の期間、町の魅力や価値の向上及び地域経済の活性化のため、「芋煮会発祥の
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地」を活用した交流人口及び関係人口の拡大」「イベントプロモーションの強

化・構築」「町特産品の販売強化に関する支援」「他自治体との連携施策」「町

内の観光資源の掘り起こし」等の業務に従事するものでございます。 

     本協定により新しい観光企画やマーケティング手法を取り入れる外部視点の

活用、また、収益事業の創出や地域連携の強化を通じて、持続性のある体制構

築を期待するものでございます。 

     よろしくご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

         （なしの声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

     これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

     まず、原案に反対の方の発言を許します。 

         （なしの声あり） 

議  長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

         （なしの声あり） 

議  長 これで討論を終わります。これから、議第３２号「地域活性化起業人制度に

よる派遣に関する協定の締結について」を採決します。 

     この採決は、起立によって行います。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起  立） 

議  長 起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

     会議を閉じます。 

     令和７年第２回中山町議会臨時会を閉会いたします。 

         （午前１０時４６分） 

     以上、会議の概要を記載し、相違ないことを証するため署名します。 

 

       令和７年４月１４日 

 

                  議  長  鎌 上  徹 

 

                  署名議員  佐 東 幸 治 

 

                  署名議員  須 貝 勝 司 

 


